
＜平成30年度交通誘導警備員の労務単価表＞

1 公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものである。 

2 本単価は、所定労働時間内８時間当たりの単価である。

3

4

5 法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている。 

上段：公共工事設計労務単価

下段：公共工事設計労務単価＋必要経費（法定福利費（事業主負担分）、労務単価費、宿舎費等）※参考値

単位：円 単位：円 

交通誘導警備員A 交通誘導警備員B 交通誘導警備員A 交通誘導警備員B

12,700 10,800 12,800 11,200

(17,900) (15,200) (18,000) (15,700)

11,800  10,400  12,300  10,400  

(16,600) (14,600) (17,300) (14,600)

12,700 11,000 12,400 10,000

(17,900) (15,500) (17,400) (14,100)

13,900 11,800 12,200 10,600
(19,500) (16,600) (17,200) (14,900)

11,900 10,300 12,500 10,400
(16,700) (14,500) (17,600) (14,600)

13,500 11,600 12,600 10,500
(19,000) (16,300) (17,700) (14,800)

13,900 11,800 12,200 10,400
(19,500) (16,600) (17,200) (14,600)

13,400 12,200 12,700 10,100
(18,800) (17,200) (17,900) (14,200)

13,100 11,300 12,700 10,800
(18,400) (15,900) (17,900) (15,200)

12,500 11,000 13,100 11,300
(17,600) (15,500) (18,400) (15,900)

13,300 11,800 13,100 11,100
(18,700) (16,600) (18,400) (15,600)

13,700 11,900 12,900 10,700
(19,300) (16,700) (18,100) (15,000)

14,200 12,300 12,900 11,500
(20,000) (17,300) (18,100) (16,200)

14,100 12,300 13,000 11,600
(19,800) (17,300) (18,300) (16,300)

12,900 11,300 12,400 10,500
(18,100) (15,900) (17,400) (14,800)

11,900 10,100 11,800 10,000
(16,700) (14,200) (16,600) (14,100)

13,300 11,600 12,000 10,600
(18,700) (16,300) (16,900) (14,900)

13,200 12,000 11,900 10,400
(18,600) (16,900) (16,700) (14,600)

13,700 11,900 12,100 11,100
(19,300) (16,700) (17,000) (15,600)

13,200 11,900 11,700 10,100
(18,600) (16,700) (16,500) (14,200)

13,700 11,800 11,900 9,600
(19,300) (16,600) (16,700) (13,500)

14,100 12,100 11,900 9,300
(19,800) (17,000) (16,700) (13,100)

13,400 11,600 12,700 10,800
(18,800) (16,300) (17,900) (15,200)

10,600 9,300
(14,900) (13,100)

（注）岩手県、宮城県、福島県における単価括弧書きは、入札不調の発生状況等に応じた単価を採用している。 
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時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれてい

本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費（法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等）及び

一般管理費等の諸経費は含まれていない。（例えば、交通誘導警備員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていな
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